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問問８８  国国とと国国以以外外のの者者のの共共有有にに係係るる出出願願（（四四法法共共通通）） 

国と国以外の者の共有に係る出願の手数料等について教えてください。 

 
答： 国（国とみなされる者を含む。この問において同じ。）以外の共有者の持分の割合に応じた手

数料を払っていただきます（10 円未満の端数は切り捨てます。）。その際には、手続書面に【持

分の割合】の欄を設けて、国以外の者の持分の割合を記載するとともに持分を証明する書面の

提出（※）が必要となります。ただし、既に持分を証明する書面を提出している場合において、

その事項に変更がないときは、その旨を申し出て提出を省略することができます。 

※特許関係の手続については、持分を証明する書面の提出を省略することができます（特許法

施行規則第 27 条第３項ただし書、同条第４項ただし書）。 

 

（（参参考考））  

１． 次の手続の手数料並びに特許料及び若しくは登録料が対象となります。 

◆特許関係 

① 特許出願 

② 外国語書面出願 

③ 先願参照出願の明細書及び必要な図面の提出 

④ 国内書面の提出（特 184 条の５） 

⑤ 検査の申し出（特 184 条の２０） 

⑥ 特許権の存続期間の延長登録の出願 

⑦ 期間延長の請求（手数料令１条２項表７号） 

⑧ 期間延長の請求（手数料令１条２項表８号） 

⑨ 出願審査の請求 

※自己の出願に対するものに限る。 

⑩ 誤訳訂正書の提出（明細書、特許請求の範囲又は図面の補正） 

⑪ 拒絶査定不服審判の請求又はこの審判の確定審決に対する再審の請求 

⑫ 特許の無効の審判の規定による審判の確定審決に対する再審の請求 

※自己の権利に係るものに限る。 

⑬ 訂正審判の請求又はこの審判の確定審決に対する再審の請求 

⑭ 確定した取消決定（異議申立）に対する再審の請求 

※自己の権利に係るものに限る。 

⑮ 特許権の存続期間の延長登録の拒絶査定に係る審判の請求又はこの審判の確定審決に対する

再審の請求 

⑯ 特許権の存続期間の延長登録の無効に係る審判の確定審決に対する再審の請求 

※自己の権利に係るものに限る。 

⑰ 明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の請求 

⑱ 特許料の納付 
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◆実用新案関係 

① 実用新案登録出願 

② 国内書面の提出（実 48 条の５） 

③ 検査の申し出（実 48 条の１６） 

④ 期間延長の請求（手数料令２条２項表４号） 

⑤ 実用新案技術評価の請求 

※自己の権利・出願に係るものに限る。 

⑥ 明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正 

⑦ 実用新案登録の無効の審判の確定審決に対する再審の請求 

※自己の権利に係るものに限る。 

⑧ 実用新案登録料の納付 

◆意匠関係 

① 意匠登録出願 

② 拒絶査定不服審判の請求又はこの審判の確定審決に対する再審の請求 

③ 補正の却下の決定に対する審判の請求又はこの審判の確定審決に対する再審の請求 

④ 意匠登録の無効の審判の確定審決に対する再審の請求 

※自己の権利に係るものに限る。 

⑤ 意匠登録料の納付 

◆商標関係 

① 商標登録出願 

② 防護標章登録出願・防護標章登録の更新登録出願・重複登録商標の更新登録出願 

③ 期間延長の請求（手数料令４条２項表３号） 

④ 商標権の分割の申請請求 

⑤ 拒絶査定不服審判の請求又はこの審判の確定審決に対する再審の請求 

⑥ 補正の却下の決定に対する審判の請求又はこの審判の確定審決に対する再審の請求 

⑦ 商標登録（防護標章登録を含む。）の無効の審判の確定審決に対する再審の請求 

※自己の権利に係るものに限る。 

⑧ 確定した取消決定（異議申立）に対する再審の請求 

※自己の権利に係るものに限る。 

⑨ 商標登録の取消しの審判の確定審決に対する再審の請求 

※自己の権利に係るものに限る。 

⑩ 商標登録料の納付・防護標章更新登録料の納付・重複登録商標の更新登録料の納付 

⑪ 商標権存続期間の更新登録の申請 
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２． 提出書類の表示方法と証明書について 

① 手続書面に、【持分の割合】欄を設け「○／○」のように国以外のすべての者の持分の割合を

記載します。 

② 持分を証明する書面（持分契約書、持分記載のある譲渡証書等）を提出する場合は、書面又

は電子特殊申請で行ってください。 

   オンラインで出願や名義変更届等の手続を行った場合には、書面又は電子特殊申請によって

「手続補足書」に持分を証明する書面を添付して提出します。 

   なお、証明書が当該事件に対して既に特許庁に提出されており、その内容に変更がないと

きは、その旨を申し出て提出を省略することができます。 

 

３． 国と国以外の共有に係る出願について、持分の割合の記載及び証明書の添付がなく、出願時

に手数料１００％を納付した後に、自発補正により、国以外のすべての者の持分の割合を補正

（手続書面への記載と持分を証明する書面の提出）することもできます。 

   ただし、この補正は、過誤納による返還請求について特許法第 195 条 12 項により納付した

日から１年以内と規定していることから、出願から１年以内（出願係属中に限る。）に限られま

す。 

 

４． 国と民間の共有の出願について、出願審査請求書を国単独で手続した場合には、特許法第 195

条４項が適用され、審査請求料は無料となります（実用新案技術評価の請求も同様。）。 

   なお、審査請求後に補正により請求項を増加する場合は、当該手続補正書を国単独で手続し

た場合であっても、手続補正書提出時の国以外のすべての出願人の持分の割合により手数料を

納付します。 

また、審判請求後に請求項を増加する補正をする場合の審判請求料及び審査請求料、並びに

商標の区分の数の増加を伴う補正をする場合の出願手数料及び審判請求料についても手続補正

書提出時の国等以外のすべての出願人の持分の割合により手数料を納付します。 
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